












Ⅱ　重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧

　

１　除染の推進
（１）全県におけるモニタリングの充実・強化

1 緊急時・広域環境放射能監視事業

21.8億円

2 森林環境モニタリング調査事業

1.3億円

1 適時適切な情報提供 重
　県民等に対し放射線に関する情報を適時適切に提供する。

2 ふくしまから　はじめよう。森林とのきずな事業

1,890万円

(２)生活圏等における除染の推進

1 市町村除染対策支援事業

2,000.7億円

2 除染対策推進事業

131.0億円

（３）農林地等の除染

1 市町村除染対策支援事業

2,000.7億円

2 除染対策推進事業

131.0億円

3 ため池等放射性物質対策事業【新規】

6.5億円

取組
番号

取組内容 主体 主要事業一覧

国
県

市町村

① 空間線量、飲料水、農林水産物、
食品、野生鳥獣などのモニタリン
グの強化

　福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の拡散に対
する環境監視を行うとともに、測定結果を広く公表する。

重
点

H23H24H25H26H27

重
点

国
県

H24H25H26H27 H28～H32

　森林環境放射線の測定結果や除染実証実験結果等につい
て、県民にわかりやすい形で情報発信する。

　ため池の放射性物質対策を行う市町村を支援するため、汚
染状況のモニタリング調査や技術実証を行う。

国
県

市町村

重
点

　市町村が策定する除染実施計画に基づき、県管理施設等の
除染を実施する。

モニタリング結果の一元的解析・評
価と県民へのわかりやすい情報発信

H24

H28～H32

取組
番号

取組内容 主体 主要事業一覧

重
点

H23

②

　森林除染や森林･林業再生を推進するため、森林環境放射
線や放射性物質の分布状況をきめ細かに調査する。

H25H26H27 H28～H32

取組
番号

取組内容 主体 主要事業一覧

⑨ 農地及び農業用施設における除染
の推進

H23

重
点

重
点

③ 身近な生活空間における放射線量
低減対策

重
点

　県土の除染を迅速に進めていくため、市町村が策定する除
染実施計画による除染の実施を総合的に支援するとともに、
市町村が町内会と協働により実施する等の線量低減活動を支
援する。

H23H24H25H26H27 H28～H32

国
県

市町村

Ⅱ 重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧 

凡 例 
「Ⅱ 重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧」は、次のように統一的に記載しています。 

プロジェクトの内容 

 具体的な取組を進めるための主要事業を記載。 

 網掛け部分は重点事業。 

平成２7年度の新規事業は【新規】と表記。 

 再掲の事業は主要事業名との関連番号を記載。 

  例）「環境回復プロジェクト」の「１除染の推進」の「取組番号③」の「  除染体制整備事業」は 

  「【環境Ｐ】１③  に同じ」となります。 

    【環境P】 …環境回復P            【生活P】…生活再建支援P  

    【健康P】 …県民の心身の健康を守るP   【育成P】…未来を担う子ども・若者育成P 

    【農林P】 …農林水産業再生P         【中小P】…中小企業等復興P  

    【エネP】 …再生可能エネルギー推進P   【医療P】…医療関連産業集積P 

    【きずなP】…ふくしま・きずなづくりP   【観光P】…ふくしまの観光交流P 

    【津波P】 …津波被災地等復興まちづくりP 【基盤P】…県土連携軸・交流ネットワーク基盤強化P 

【環境Ｐ】１③１に同じ 

【環境Ｐ】１③２に同じ 

１ 
１ 

 

 

 

 



安心して 
住み、暮らす 

農地等の除染 

公共施設の除染 

道路の除染 

住宅の除染 
森林の除染 

除 染 の 推 進 
除染の推進 

○ モニタリングの充実・強化 
○ 生活圏、農地、森林などの除染 
○ 仮置場等の確保、施工監理 等 

１ 除染の推進 

（１）全県におけるモニタリングの 
   充実……………………………10頁 

（２）生活圏等における除染の 
   推進……………………………10頁 

（３）農林地等の除染………………11頁 

（４）仮置場等の確保、維持 
         管理……………………………11頁 
 

２   食品の安全確保…………………11頁 
 

３ 廃棄物等の処理…………………12頁 
 

４ 拠点の整備………………………13頁 
 

※ 廃炉に向けた安全監視…………14頁 
 

   

 

 

食品の安全確保 

○ 身近に食品を検査できる 
  体制整備 等 

環境回復の前提となる 
廃炉に向けた安全監視 

仮置場 

廃棄物等の処理 

○ 汚染・災害廃棄物の円滑な処理 
○ 処理施設の確保 
○ 建設副産物の適正な処理 等 

ふるさとへの帰還と安心して暮らせる生活環境の確保 

環境創造センターの整備 

イメージ IAEA協力プロジェクト 

（三春町） 

（南相馬市） 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 県民のふるさとへの一刻も早い帰還や安心して生活できる環境の確保に向け、放射性物質に汚染された生活
圏、農地、森林などの徹底した除染及び汚染廃棄物の円滑な処理により、美しく豊かな県土が回復している。 

○ 農産物など食品の検査体制強化及び安全・安心に関する情報提供により流通・消費における安全が確保され、
県内で生産された食品が安心して消費されている。 

○ 県土の除染を迅速に進めていくため、引き続き、市町村が策定する除染実施計画による
除染を総合的に支援するなど、市町村と一体となって除染の着実な推進を図っていく。 

  また、森林内における放射性物質について、拡散抑制対策や線量低減対策を推進するた
めの知見の集積や検証を進める。 

○ 除染技術の研究や環境放射能のモニタリング等を実施する環境創造センターについて、
平成２７年度の一部開所を目指し、整備を進める。 

○ 県内外の消費者が食と放射能に関する正確な情報に基づき、自らの判断で食品の選択が
できるよう、風評払拭に資する取組を実施、支援する。 

○ 中間貯蔵施設に関して、大熊町及び双葉町が、地権者支援を始め地域振興を図るうえで
必要な課題に迅速に対応できるよう支援する。 

  

１ 環境回復プロジェクト 



１ 環境回復プロジェクト【環境Ｐ】

主な事業（重点事業）主な事業（重点事業）

福島第一原子力発電所の安全確保のため、専門家や関係
市町村で構成する廃炉安全監視協議会の現地調査等を行い、
廃炉に向けた取組を確認する。

廃炉に向けた安全監視

原子力安全監視対策事業原子力安全監視対策事業

（危機管理部 原子力安全対策課） 1.1億円

福島第一原子力発電所の現地確認福島第一原子力発電所の現地確認

ため池の放射性物質対策を行う市町村を支援するため、
汚染状況のモニタリング調査や技術実証を行う。

除染の推進 －農林地等の除染－

ため池等放射性物質対策事業ため池等放射性物質対策事業

（農林水産部 農地管理課） 6.5億円

新 規新 規 ｲﾒｰｼﾞｲﾒｰｼﾞ

県土の除染を迅速に進めていくため、市町村が策定する
除染実施計画による除染の実施を総合的に支援するととも
に、市町村が町内会と協働により実施する等の線量低減活
動を支援する。

除染の推進 －生活圏等における除染の推進－

市町村除染対策支援事業市町村除染対策支援事業

（生活環境部 除染対策課） 2,001億円

除染作業の様子除染作業の様子

放射性物質により汚染された環境を回復し、県民が将来
にわたり安心して暮らせる環境を創造するため、除染技術
の研究や環境放射能のモニタリング等を実施する中核施設
として、環境創造センターを整備する。

拠点の整備

環境創造センター整備事業環境創造センター整備事業

（生活環境部 環境創造ｾﾝﾀｰ整備推進室） 70.5億円

三春町三春町

ｲﾒｰｼﾞｲﾒｰｼﾞ

H27～28年度 開所予定H27～28年度 開所予定

H27年度 開所予定H27年度 開所予定

ｲﾒｰｼﾞｲﾒｰｼﾞ

南相馬市南相馬市















１ 県内避難者支援 

２ 県外避難者支援 

（１）情報……………………………18頁 

（２）賠償等…………………………18頁 

（３）住環境・コミュニティ………19頁 

（４）保健・医療・福祉……………21頁 

（５）教育……………………………21頁 

（６）雇用……………………………21頁 

（７）治安……………………………22頁 

３ 帰還に向けた取組及び 
  帰還後の生活再建支援…………23頁 

４ 長期避難者等の生活拠点の 
  整備………………………………23頁 

５ 当面ふるさとへ戻らない人への 
  支援………………………………24頁 

６ 避難者を支える仕組み等………24頁 

※ 関連する取組……………………25頁 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 早期に帰還する避難者、長期避難者など被災者それぞれのおかれた状況に応じた、よりき
め細かな支援が行われ、全県民が将来の生活設計を描くことができ、生活再建を進めている。 

○ 復興公営住宅については、整備予定の４，８９０戸（市町村整備分も含む）のうち、平
成２６年度中に５０９戸まで完成しているが、引き続き、原子力災害により避難の継続を
余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、早期の整備を図る。 

  また、復興公営住宅を中心としたコミュニティの維持形成を図るため、入居者及び地域
住民との交流活動の支援を担うコミュニティ交流員を配置する。 

○ 避難生活の長期化に伴う被災者の様々な不安を軽減するため、生活支援相談員等を大幅
に増員し、被災者に対する見守りや孤立防止のための住民同士の交流、相談支援等による
支援体制の拡充を図る。 

○ 東日本大震災及び原子力発電所事故で避難した県民が一日も早く帰還して生活を再建で
きるよう、各種情報提供や復興支援員の拡充や、避難者支援を行う近隣県等への補助等を
行う。 

  

県内避難者支援 

情 報 住環境 教 育 賠 償 

保健・医療・福祉 雇 用 治 安 

  

県外避難者支援 

情 報 住環境 教 育 賠 償 

保健・医療・福祉 雇 用 

県外避難者への支援連携 

福 島 県 他都道府県 

  

帰還に向けた取組及び生活再建支援 

○ 除染の加速、コミュニティ再生 
○ 雇用の確保、事業再開支援 
○ 商業機能の回復支援 等 

長期避難者等の生活拠点の整備 

イメージ 

復興公営住宅 

当面ふるさとへ戻らない人への支援 

避難者を支える仕組み等 

被災者・避難者の生活再建へ 

安心して 
住み、暮らす ２ 生活再建支援プロジェクト 



主な事業（重点事業）主な事業（重点事業）

２ 生活再建支援プロジェクト【生活Ｐ】

復興公営住宅を中心とする生活拠点のコミュニティの維
持・形成を図ることを目的に、入居者及び地域住民との交
流活動の支援を担うコミュニティ交流員を配置する。

長期避難者等の生活拠点の整備

生活拠点コミュニティ形成事業生活拠点コミュニティ形成事業

（避難地域復興局 生活拠点課） １.５億円

ｲﾒｰｼﾞｲﾒｰｼﾞ

東日本大震災の被災地及び被災者を受け入れている地域
において、生活支援相談員等を配置し、被災者に対する見
守りや孤立防止のための住民同士の交流、相談支援等を実
施する。

県内避難者支援 －保健・医療・福祉－

避難者見守り活動支援事業避難者見守り活動支援事業

（保健福祉部 社会福祉課） 16.3億円

一部新規一部新規
被災者交流サロンの様子被災者交流サロンの様子

東日本大震災及び原子力発電所事故で避難した県民の一
日も早い帰還や生活再建が実現できるよう、各種情報提供
や復興支援員の拡充、避難者支援を行う近隣県等への補助
等を実施する。

県外避難者支援

ふるさとふくしま帰還支援事業ふるさとふくしま帰還支援事業

（避難地域復興局 避難者支援課） 7.2億円

一部新規一部新規
交流会の様子交流会の様子

原子力災害により避難の継続を余儀なくされている避難
者の居住の安定を早期に確保するため、県営の復興公営住
宅を整備するとともに、避難元自治体や受入自治体の要請
に応じて、県が代行で整備する。

長期避難者等の生活拠点の整備

復興公営住宅整備促進事業復興公営住宅整備促進事業

（土木部 建築住宅課） 386億円

復興公営住宅 日和田団地（郡山市）復興公営住宅 日和田団地（郡山市）



Ⅱ　重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧  ２　生活再建支援プロジェクト【生活P】

　

１　県内避難者支援　　２　県外避難者支援

（１）情報

〈県内外共通〉
1 避難者への生活支援情報の提供

　避難住民向けに生活情報等を提供する。

〈県内外共通〉 重
1 避難者と福島県とのネットワークを支援するための事業

〈県内外共通〉
2 ふるさとふくしま帰還支援事業【一部新規】

7.2億円

〈県外〉
1 避難者の多い近隣県等への職員派遣

〈県外〉
2

（２）賠償等

〈県内外共通〉
1 原子力賠償被害者支援事業

762万円

〈県内外共通〉
1 災害見舞金の交付

6.0億円

主要事業一覧

県

　避難者の多い近隣都県を中心に職員を派遣するほか、県大
阪事務所に職員を配置し、避難者の相談対応や各種説明会を
実施する。

H25

　東日本大震災及び原子力発電所事故で避難した県民の一日
も早い帰還や生活再建が実現できるよう、各種情報提供や復
興支援員の拡充、避難者支援を行う近隣県等への補助等を実
施する。

<県内外共通>【きずなP】２① ICT等を活用した避難者への情報発信による全国各地に分散している県民のきずなの維持

行政情報、生活情報に関するきめ
細かな情報提供

H24

全国の都道府県や市町村等での福
島県情報窓口の設置

H23H24H25H26

主体 主要事業一覧

県
市町村
団体
等

福島県原子力損害対策協議会の活
動を通した取組や賠償請求支援

H23H24

H28～H32H23

　避難者への支援情報等の伝達とともに、地域コミュニティ
の維持を図るため、インターネット、ホワイトスペースの活
用等ICTを始めとしたあらゆるツールを活用して、県内外の
避難者と県民とのネットワーク化を支援する。

全国の都道府県等が設置する避難者相談窓口による県内や被
災者支援に関する情報提供

H26H27

　全国の都道府県等が設置する避難者相談窓口をとおして、
県外避難者に対して県内や被災者支援に関する情報を提供す
る。また、受入自治体や民間団体の協力を得て設置された避
難者交流施設等において、県外避難者が避難先での身近な生
活相談や様々な情報提供などが行われるよう支援する。

県
市町村
民間団体

被災者に対する融資等

　原子力発電所事故による被害を受けている個人、個人事業
主及び法人を対象として、円滑な賠償請求・支払いへつなげ
るため、巡回法律相談等をはじめとする支援を実施する。

　　他のプロジェクトでの取組内容

④

⑥

取組内容

③

H27 H28～H32

取組
番号

取組
番号

取組内容

国
県

市町村

H24H25 H28～H32

①

②

H23H24H25H26H27 H28～H32

主体

避難先で安心して暮らし、最終的
には帰還できるためのきめ細かな
情報の提供

H23 H26H27

⑤

H27H25H26 H28～H32

　災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、東日本大震災
の被災者に対し、災害弔慰金等の支給と災害援護資金の貸付
を実施する。

重
点

重
点

国
県

市町村
重
点



Ⅱ　重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧  ２　生活再建支援プロジェクト【生活P】

〈県内外共通〉
2 義援金の配分

〈県内外共通〉
3 被災者生活再建支援金

〈県内外共通〉
4 資金貸付関係経費

　生活福祉資金（生活復興支援資金）や漁業経営対策特別資
金の貸し付けを行う。

6,180万円

（３）住環境・コミュニティ

〈県内〉
1 災害救助法による救助

207.3億円

〈県外〉
2 災害救助法による救助

80.9億円

〈県内外共通〉
3 既設県営住宅改善事業

13.6億円

〈県内〉
1 災害救助法による救助

207.3億円

〈県内〉
1 応急仮設住宅維持管理事業

9.9億円

〈県内〉
2 避難住民の住宅対策事業

〈県内〉
1

県

県
市町村

　応急仮設住宅に入居している被災者の居住環境整備を維持
するため、管理する市町村へ維持管理経費を補助する。

高齢者や障がい者が安心して暮らせるまちづくりへの取組へ
の支援

重
点

⑩ 買い物支援や生活交通の確保など
高齢者や障害者のためのサービス
や住宅の整備

H23H24H25H26H27 H28～H32

　福島県、日本赤十字社等に寄せられた義援金について、義
援金配分委員会で定められた基準により、市町村を通じて被
災者へ配分する。

⑨

⑦ 応急仮設住宅の供与など被災者の
居住の確保

取組
番号

取組内容

H27 H28～H32

⑧

H23H24

H25H26H23H24

H23

県
民間団体

等

H27H25H26H24

主要事業一覧

　高齢者や障がい者が安心して暮らせるまちづくりへの取組
を支援する。

　応急仮設住宅等の供与や、仮設住宅利便性向上支援（バリ
アフリー改修等）、借上住宅入退去支援について行う。

　東日本大震災の被災者に対し、災害救助法の規程に基づき
被災者の保護を図るため、応急仮設住宅の供与と民間借上げ
住宅の家賃支払い等を行う。

　被災者に仮設住宅として提供するため、県営住宅を修繕す
るとともに、断熱構造化、バリアフリー化、給湯設備設置、
配管更新等の「内部改善」等を実施し、既設県営住宅の居住
水準向上と有効活用を図る。

主体

県
市町村

H28～H32

　災害救助法に基づき、市町村及び受入自治体と連携して、
東日本大震災により被災した県民に対し、応急仮設住宅の供
与等の応急救助を実施する。

H28～H32

　「被災者生活再建支援法」に基づき、自然災害により生活
基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、都道府県が拠出した
基金を活用し、生活再建を支援するため、支援金を支給す
る。

国
県

市町村

重
点

重
点

重
点

仮設住宅の快適な居住環境の整備

県内自主避難者に対する借上住宅
の供与

H25H26H27

【生活Ｐ】１･２⑦１に同じ  



Ⅱ　重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧  ２　生活再建支援プロジェクト【生活P】

2 生活路線バス運行維持のための補助

4.7億円

〈県内〉
3 道路施設整備事業

2.8億円

〈県内〉
1 高齢者見守り等ネットワークづくり支援事業

9.6億円

〈県内〉
2 避難者見守り活動支援事業【一部新規】

16.3億円

〈県内外共通〉
1 安心耐震サポート事業

2,780万円

〈県内外共通〉
2 安全安心耐震促進事業

1,097万円

〈県内外共通〉
3 被災住宅相談支援事業

〈県内外共通〉
4 一部損壊した住宅を補修するための事業

　市町村が実施する一部損壊住宅の補修事業を支援する。

〈県内外共通〉
5 避難区域内化学物質等処理促進事業（ＬＰガス）

4,450万円

　市町村が開設する窓口等で、県職員や建築士等が、住宅再
建や被災住宅の補強･修繕の方法等について技術的な助言を
行い、被災者を支援する。

県

　東日本大震災の教訓を踏まえ、災害に強く安全・安心なま
ちづくりを推進するため、市町村が木造住宅の耐震改修に補
助する場合、その費用の一部を補助する。

　県民の安全・安心を確保するため、昭和56年以前に建築さ
れた木造住宅の耐震診断及び補強計画の策定に取り組む市町
村を支援する。

　飯舘村は、震災からの復興、帰村に向けて、雇用と産業・
交流拠点施設「までい館(仮称)」整備を進めている。
　避難住民や復興事業従事者などの道路利用者の安全・安心
を確保するため、「までい館（仮称）」整備計画に併せて、
休憩施設整備を行う。

　東日本大震災の被災地及び被災者を受け入れている地域に
おいて、生活支援相談員等を配置し、被災者に対する見守り
や孤立防止のための住民同士の交流、相談支援等を実施す
る。

国
県

民間団体

⑬

H25H26H27 H28～H32

仮設住宅等における孤立の防止

⑪

H24

H25H26

避難住民が新たな避難先に移転す
る際の居住環境の整備、コミュニ
ティ確保

H23H24

　東日本大震災により避難を余儀なくされた被災地住民等の
生活の足を確保するため、国の地域公共交通確保維持改善事
業の被災地特例措置と協調して生活路線バスの幹線系統を支
援する。

H27 H28～H32

　東日本大震災により被災し、仮設住宅等の生活を余儀なく
されている被災高齢者等の生活支援を行う。

仮設住宅及び借上住宅入居者のコ
ミュニティの確保

⑭ 被災住宅の再建・補修などの相談
体制の確保

H23H24H25H26H27 H28～H32

H24H23

県
民間団体

等

H25H26H27 H28～H32

H23

重
点

〈県内〉

重
点

重
点

重
点

⑫

　避難指示区域内の家屋解体により生じるＬＰガス容器の回
収等を行うため、当該事業を実施する事業者に対し、必要な
経費を補助する。

重
点

重
点

重
点



Ⅱ　重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧  ２　生活再建支援プロジェクト【生活P】

〈県内外共通〉
1 住宅復興資金（二重ローン）利子補給事業

6,001万円

<県外>【きずなP】１① ＮＰＯ等の団体による支援活動の環境整備や住民の自治組織の形成

（４）保健・医療・福祉
以下の取組内容について、各プロジェクトにおいて事業を推進します。

<県内外共通>【健康P】１② 長期にわたる県民健康管理調査を通した健康の保持・増進

<県内>【健康P】１⑦ 検診等を通じた（被災者の）健康支援活動の実施

<県内>【健康P】２② 仮設住宅への診療所や居宅介護サービス提供施設の設置

<県内>【健康P】４② スクールカウンセラーの活動による心のケアや地域ぐるみの見守り活動

<県内>【健康P】２⑥ 被災した障がい者の生活支援の充実・強化と福祉サービス提供体制の整備

（５）教育
以下の取組内容について、各プロジェクトにおいて事業を推進します。

<県内外共通>【育成Ｐ】２⑨ 被災した子どもたちの就学環境等を確保するための経済的支援

<県内外共通>【育成Ｐ】２⑩ 就学等への経済的支援

<県内外共通>【育成Ｐ】２⑬ 避難児童、生徒受け入れ学校の教員の増員

<県内外共通>【育成Ｐ】２④ 避難した子どもたちに対する、ふるさととの交流機会の提供

<県内>【育成Ｐ】２⑫ サテライト校の設置や運営など、長期避難に対応した教育環境の整備

（６）雇用

〈県内〉
1 緊急雇用創出事業

○ ふくしま就職応援センター運営事業

119.1億円

〈県内〉
2 ふるさと福島Ｆターン就職支援事業

1,166万円

〈県内〉
3 ふくしま回帰就職応援事業【一部新規】

8,545万円

〈県内〉
4 里山いきいき戦略事業

1,611万円

取組
番号

㉔

㉓

H26

⑮ 住宅復興資金（二重ローン）利子
補給事業

H24 H27 H28～H32H25

⑯

H23

㉕

㉖

㉑

㉗

被災者の緊急的な雇用確保、就職
相談、職業訓練の実施

取組内容 主体 主要事業一覧

　東日本大震災で被災した住宅に残債務がある被災者が、新
たな住宅の建設、購入、補修に必要な資金を借り入れる場
合、既存住宅債務の５年間分の利子相当額を補助する。

重
点

県
市町村

※

㉘

　多様な雇用機会の創出により、求職者の生活再建を支援す
るとともに、本県産業の復興を図る。
○ 地域雇用再生・創出モデル事業
○ 震災等緊急雇用対策事業
（○ ふくしま産業復興雇用支援事業

<県内>【健康P】４① 学校､事業所､地域における県民の心のケアの推進及び仮設住宅における癒しの空間づくり

　緊急雇用創出事業を活用し、被災者等が自立した生活を取
り戻すことを支援するため、県内5か所に窓口を設置すると
ともに、県内外の仮設住宅等を巡回し、きめ細かな就職相談
や職業紹介を実施する。

　過疎・中山間地域の振興に向け、地域力の育成、働く場と
収入の確保、生活基盤づくりを進めるとともに、復興のため
の人材育成や大学生の力を活用した集落活性化、女性の力を
結集したあぶくま地域の復興モデルづくりなどを行う。

県
市町村
団体
等

　被災求職者等の県内就職を促進するため、福島市に相談窓
口を設置し、きめ細かな就職相談や職業紹介を実施する。

H23H24H25H26

　　他のプロジェクトでの取組内容

重
点

重
点

重
点

重
点

⑱

⑲

⑳

⑰

㉒

※

H27 H28～H32

【中小Ｐ】１(1)⑦１に同じ ） 

【中小Ｐ】１⑦３に同じ 

 

 



Ⅱ　重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧  ２　生活再建支援プロジェクト【生活P】

〈県内〉
5 ひとり親就業サポート強化事業

1,143万円

〈県内外共通〉
1 避難農業者一時就農等支援事業

3,062万円

2 農家経営安定資金融通対策事業

5,405万円

〈県内〉
3 被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業

1.4億円

（７）治安

〈県内〉
1 被災地、被災者の安全・安心確保事業

304万円

〈県内〉
2 仮設住宅等交通事故防止対策事業

90万円

〈県内〉
3 避難者対象の交通安全教育事業

497万円

〈県内〉
1 被災地、被災者の安全・安心確保事業

304万円

1 帰還困難区域等における安全・安心の確保避難指示区域等の防犯機能の強化

H24

H23H24H25

主要事業一覧

　被災者の帰還に向けて、被災地域の治安維持対策の強化に
加えて、仮設住宅を始め、今後、建築が本格化する復興公営
住宅入居者の地域コミュニティの再構築を図るとともに、被
災地域で活動する防犯ボランティア団体の活動の支援を行
う。

H23H24H25H26H27

県

H26H27 H28～H32

避難先での農林漁業の再開に対す
る支援

H23H24

〈県内〉

重
点

重
点

重
点

県

主体

　福島県交通安全母の会連絡協議会に委託し、仮設住宅等に
入居している避難者を対象に、訪問指導活動、交通安全教室
の開催、交通事故危険地点マップ・チラシの配布等を行う。

　東日本大震災により甚大な被害を受けた被災農家等の生活
再建に向けて、避難先等の耕作放棄地を活用して営農活動を
再開できるよう被災農家等の一連の取組に対して支援する。

　被災農業者等の営農の維持・安定や県内での営農再開に必
要な資金の融通を円滑にするため、融資機関に対し利子補給
を行う。

　帰還困難区域等における安全・安心の確保のため、警戒、
警ら活動を継続して行うとともに、震災に乗じた犯罪の取り
締まり体制を強化する。

県

H28～H32

　小学生や高齢者の交通事故防止を図るため、小学生を対象
とした啓発活動を行うほか、歩行環境シミュレータを活用し
た高齢者への交通安全教育を行う。

H27 H28～H32

㉛

㉜

H23

重
点

H27H25H26

取組内容

　震災等により避難している被災農業者が、ふるさとに戻り
営農を再開するまでの間、避難先等における一時的な営農再
開を支援するとともに、将来の避難元での営農再開に向けた
フォローアップ活動を実施する。

　ひとり親家庭は、様々な個別課題を抱え、また、就業に必
要なスキルの理解不足のために就業に至らない状況が見られ
ることから、個々のひとり親家庭の課題解決を支援するとと
もに、就業と子育ての両立を目指す在宅就業希望者等への支
援を行い、就業サポート体制を拡充し、ひとり親の自立の推
進を図る。

防犯リーダーの育成、防犯教育・啓発
の展開、確実な情報通信手段の強化

H28～H32

H26

㉙

取組
番号

㉚

重
点

H25

仮設住宅等における治安対策の推進

【生活Ｐ】１･２㉚１に同じ  



Ⅱ　重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧  ２　生活再建支援プロジェクト【生活P】

〈県内〉
1 暴力団等反社会的勢力の排除事業

449万円

３　帰還に向けた取組及び帰還後の生活再建支援

【健康P】２⑤ 地域全体での見守り活動を始めとした高齢者と地域住民との交流の場の設置

【中小Ｐ】１⑩ [住民による地域コミュニティの再生]商店街活性化など地域の賑わいづくり

【きずなＰ】１① ＮＰＯ等の団体による支援活動の環境整備や住民の自治組織の形成

【きずなＰ】１② 避難住民による事業の再開・起業等による、過疎・中山間地域を始めとした県内各地域の活性化

【きずなＰ】１③ 地域の歴史・文化を学び、再発見する取組の推進

【きずなＰ】１④ 若者から高齢者まで多くの住民が集い、地域の課題に対処する取組の推進

【きずなＰ】１⑤ （生活者目線からの地域づくり）女性を始め、若者、高齢者等を含めた多様な主体との連携

【津波Ｐ】３⑨ 生活インフラの復旧整備など避難指示解除後の帰還のための環境整備

【津波Ｐ】１⑩ 警戒区域等の見直しに伴うインフラの復旧

【津波Ｐ】１⑪ 復興に従事する作業員等の宿舎の確保

【津波Ｐ】３⑩ 消防施設、廃棄物処理、汚泥処理施設、火葬場などの早期普及

４　長期避難者等の生活拠点の整備

1 復興公営住宅整備促進事業

386.3億円

2 復興公営住宅入居支援事業

4,998万円

3 生活拠点コミュニティ形成事業

1.5億円

1 被災市町村に対する人的支援事業

1,113万円

2 市町村公共土木施設等災害復旧事業の代行

13.2億円

H28～H32

H23 H26H24

⑩

⑪

【健康P】２⑦ 障がい者一人一人がその人らしく自立した生活ができるよう、ユニバーサルデザインに配慮され
                      た社会づくり

①

H23

⑦

⑧

取組
番号

取組内容

② 被災市町村の行政事務や復興事
業・取組の支援及び代行

H23H24H25

主要事業一覧

復興公営住宅の整備①

重
点

重
点

重
点

重
点

　原子力災害により避難の継続を余儀なくされている避難者
の居住の安定を早期に確保するため、県営の復興公営住宅を
整備するとともに、避難元自治体や受入自治体の要請に応じ
て、県が代行で整備する。

㉝

⑥

H25

　暴力団排除活動の推進と徹底取締りに努め、県民の平穏な
生活を確保するため、各関係機関等との連携を強化するとと
もに、指導・教養、情報提供などの必要な支援を行う。

H24H25

H26

暴力団等反社会的勢力の排除機運
の向上

⑨

　復興公営住宅の入居対象者である居住制限者は、全国に約
3万世帯避難しており、膨大な数の問合せへの対応及び募
集・選定業務を円滑かつ適正に執行するため委託業務を行
う。

　復興公営住宅を中心とする生活拠点のコミュニティの維
持・形成を図ることを目的に、入居者及び地域住民との交流
活動の支援を担うコミュニティ交流員を配置する。

H27 H28～H32

県

　壊滅的な被害を受けた市町村に代わって公共災害復旧工事
等を代行する。

　震災や原子力災害等の一連の災害により、被災市町村にお
いては著しく業務量が増加したことに伴いマンパワー不足が
続いており、復旧・復興に携わる職員の確保が急務であるこ
とから、被災市町村に対する人的支援を実施する。

H26H27

※ 各プロジェクトにおいて以下の取組内容を推進するとともに、新たに創設された福島再生加速化交付金を活用し、
　帰還に向けた町内復興拠点等の整備、生活環境向上と健康不安対策、産業再開に向けた環境整備などを推進します。

H27 H28～H32

県
市町村

主体

県

②

③

④

⑫

⑤



Ⅱ　重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧  ２　生活再建支援プロジェクト【生活P】

1 役場機能を移転した町村と受け入れ市町村の支援

1 被災市町村に対する人的支援事業

1,113万円

５　当面ふるさとへ戻らない人への支援

1 避難者と福島県とのネットワークを支援するための事業

1 住宅復興資金（二重ローン）利子補給事業

6,001万円

1 原子力賠償被害者支援事業

762万円

　
６　避難者を支える仕組み等

1 避難者情報データベース事業

216万円

1 届出避難場所証明制度
　避難場所を証明する仕組の運用を図る。

1 子ども・被災者支援法による支援施策の充実に関する要望

1 避難者情報の共有化に関する検討等
　避難者情報の共有化に向けた検討等を行う。

　

H23H24H25H26

　役場機能を移転した町村と、移転した町村を受け入れた市
町村への支援を行う。

（全国の自治体からの職員派遣に対する調整）
　全国市長会、全国町村会及び総務省等を通じ申し出のあっ
た全国の自治体からの人的支援に対する調整を行い、市町村
へ派遣する。

国
県

③

④

H23H24

　「子ども・被災者支援法」による本県の実情に対応した個
別施策の充実と必要な財源確保を国に要望。

H23H24H25H26H27 H28～H32

③

H27

H25H26H23H24

子ども・被災者支援法に基づく施
策の具体化及び活用

国
県

国
県

H26

避難者を把握するための仕組みづ
くり

② 避難場所に関する証明の仕組みづ
くり

H23

H23H24H25

④ 個人情報保護法（条例）の弾力的
運用

H27H26

H25H26H27 H28～H32H24

取組
番号

H23H24H25

⑤

主体

役場機能を移転した町村への職員
派遣及び町村が行う避難住民との
連絡調整

H27 H28～H32

重
点

H26H27 H28～H32

①

H24

③

H26H27

重
点

H28～H32

重
点

H27

県
市町村

H28～H32

主要事業一覧

H28～H32

国
県

H28～H32

H27 H28～H32

H27

　避難者の所在や世帯状況などの情報を整理・データベース
化し、避難者支援や復興施策に関する基礎データとして活用
することにより、効果的な避難者の生活再建の支援に資す
る。

国
県

市町村

取組内容

H23H24H25

役場機能を移転した町村と受け入
れた市町村の相互援助体制構築

県
市町村
団体
等

福島県原子力損害対策協議会の活
動を通した取組や賠償請求支援

主要事業一覧

H26

H25

取組
番号

取組内容

② 県内へ帰還する方のための住宅再
建・確保の支援

H23 H25

県
H26

H28～H32

① 国
県

市町村
H23H24

役場機能が移転した町村の行政
サービスのシステム構築

ふくしまの今の姿の情報発信

H25

主体

【生活Ｐ】１･２②１に同じ 

【生活Ｐ】１･２⑮１に同じ 

【生活Ｐ】１･２⑤１に同じ 

【生活Ｐ】４②１に同じ 

 

 

 

 



Ⅱ　重点プロジェクトの取組内容及び主要事業一覧  ２　生活再建支援プロジェクト【生活P】

※関連する取組

1 市町村の復興計画作成支援
　市町村が作成する復興計画への支援を行う。

1

2 地方振興局単位による意見聴取

1 原子力損害対策・賠償支援推進費
県

市町村
団体
等

H25

③ 福島県原子力損害対策協議会の活
動を通した取組や賠償請求支援

H23H24

取組
番号

取組内容

H24

市町村の復興計画策定

H27 H28～H32

主体

　原子力発電所事故により被った損害の実態に見合った十分
な賠償が確実かつ迅速になされるよう、福島県原子力損害対
策協議会等の運営や要望活動、関係省庁・機関との連絡、調
整等を行う。

県

国
県

市町村

②

H23

H25H26H27 H28～H32

　市町村の復興へ向けて適切な対策を実施するため、７つの
地方振興局単位により市町村等からの意見を聴取する。

市町村との意見交換の場の設定な
ど、現場の意見の聴取

各市町村長と知事との意見交換および市長会、町村会との意
見交換

H26H27

①

H28～H32
　各市町村長から各地域が抱える様々な課題や実情を伺い、
復旧・復興を進める上で解決しなければならない課題等に対
する認識を共有するとともに、各地域ごとの復興に向けた具
体的施策等について意見を伺う。

H25

H23H24 H26

主要事業一覧



１ 県民の健康の保持・増進………28頁 

２   地域医療等の再構築……………29頁 

３ 最先端医療提供体制の整備……32頁 

４ 被災者等の心のケア……………33頁 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 長期にわたる県民の健康の見守り等を通して、これまで以上に県民の心身の健康の保持・
増進を図ることで、全国にも誇れるような健康長寿県となっている。 

○ 東日本大震災及び原子力発電所の事故により、福祉・介護施設等から人材の流出が続き、 
人手不足の状況が深刻化していることから、福祉・介護サービスを安定して供給するため、
福祉・介護人材を育成、確保するための事業を総合的に展開する。 

○ 双葉地域の医療需要が高まりつつあることから、当該地域の復興及び住民の帰還に向け
た環境を整えるため、無床の仮設診療所を整備する。 

○ 県民が安心して子どもを生み育てることができる環境を整備するため、周産期医療機関
への医療支援及び周産期医療医師の養成等に取り組む。 

○ 将来にわたる県民の健康維持・増進に資するため、県民健康調査や放射線健康障害の早
期発見・最先端治療等の拠点として平成２８年度の全面稼働を目指し、ふくしま国際医療
科学センターの整備を進める。 

安心して 
住み、暮らす ３ 県民の心身の健康を守るプロジェクト 

イメージ 

  

被災者等の心のケア 

○ 被災者の心のケア 
○ 子どもの心のケア 
○ 生きがいづくり 等 

  

最先端医療提供体制の整備 

○ ふくしま国際医療科学センターの整備 

拠点 

  ○ 県民健康調査の実施体制強化 
○ 被災者に対する健康支援 
    体制の強化 
○ がん検診の受診率向上、 
  啓発活動等の強化 等 

  

地域医療等の再構築 

○ 浜通り地方医療復興計画等に基づく 
  医療提供体制の再構築 
○ 医師・看護師等の確保 
○ 福祉・介護人材等の 
  確保及び育成 等 

全国に誇れるような健康長寿県 

県民の健康意識の向上 

県民の健康の保持・増進 



主な事業（重点事業）主な事業（重点事業）

３ 県民の心身の健康を守るプロジェクト【健康Ｐ】

原子力災害に伴い、県民の健康状態を把握し、疾病の予
防、早期発見、早期治療につなげ、将来にわたる県民の健
康の維持、増進を図ることを目的に全県民を対象に県民健
康調査等を行う。

県民の健康の保持・増進 －県民健康調査－

県民健康調査事業県民健康調査事業

（保健福祉部 県民健康調査課） 60.6億円

甲状腺検査の様子甲状腺検査の様子

東日本大震災及び原子力発電所の事故により流出した福
祉・介護人材の確保等を図るため、職場内研修の強化、新
規採用職員への支援、潜在的有資格者の再就職支援、職場
体験、新任介護職員研修など、福祉・介護人材の育成・確
保・定着につながる様々な事業を総合的に展開する。

地域医療等の再構築 －人材確保・育成－

福祉人材確保推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業福祉人材確保推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業

（保健福祉部 社会福祉課） 2.4億円

一部新規一部新規ふくしまから
はじめよう

ｲﾒｰｼﾞｲﾒｰｼﾞ

保健医療従事者の県立養成施設整備に向けた検討を行う
ための事業を実施する。

地域医療等の再構築 －人材確保・育成－

保健医療従事者養成施設整備事業保健医療従事者養成施設整備事業

（保健福祉部 医療人材対策室） 176万円

新 規新 規 ｲﾒｰｼﾞｲﾒｰｼﾞ

将来にわたる県民の健康維持・増進に資するため、県民
健康調査や放射線健康障害の早期発見・最先端治療等の拠
点整備を推進する。

最先端医療提供体制の整備

ふくしま国際医療科学センター整備事業ふくしま国際医療科学センター整備事業

（保健福祉部 地域医療課） 135.7億円 ｲﾒｰｼﾞｲﾒｰｼﾞ

ふくしま国際医療科学センターふくしま国際医療科学センター



















１ 日本一安心して子どもを生み、 

  育てやすい環境づくり…………38頁 

２ 生き抜く力を育む人づくり……40頁 

３ 福島の将来の産業を担う 
  人づくり…………………………46頁 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 子どもやその親たちが安心して生活ができ、子育てがしたいと思えるような環境が整備さ
れ、子どもたちが心豊かにたくましく育っており、ふくしまの再生を担っている。 

○ 子どものいる家庭等を訪問し、心身の健康に関する相談・支援を行うほか、遊具の設置、
子どもの心身のケアなど、被災した子どもへの総合的な支援を実施する。 

  また、子どもの運動不足、肥満傾向という課題に対し、遊びの場づくりを推進するとと
もに、学校・家庭・地域が一体となった取組を展開し、運動能力の向上等を目指す。 

○ 子どもの健康を守り、安心して子育てできる環境づくりを進めるため、子どもたちが充
分な医療を受けられるよう、市町村が行う子ども医療費助成に対して補助を行う。 

○ 双葉郡内８町村の小・中学校において、地域の実情を踏まえた特別なカリキュラムの実
施を支援するとともに、ふたば未来学園高校における外部講師の招へい等を実施する。 

○ 地域産業を担うスペシャリストの育成に向け、小・中学校と連携したキャリア教育を実
施するとともに、本県の復興や地域活性化に資する人材の育成に向け、指定した県立高校
において高校生自らが地域課題を設定し、グローバルな視点で探究活動等を行う育成事業
を実施する。 

安心して 
住み、暮らす ４ 未来を担う子ども･若者育成プロジェクト 

つ な ぐ 

日本一安心して子どもを生み、 
育てやすい環境づくり 

○ 18歳以下の子どもの医療費無料化 
○ ふくしまっ子自然体験・交流活動支援 
○ 屋内外遊び場の確保や保育所支援 
○ 「元気なふくしまっ子」を育む食育 
○ 浜児童相談所の改築 等 
 

生き抜く力を育む人づくり 

○ 震災等の教訓をいかした教育 
○ 「つなぐ教育」推進による学力向上 
○ 「ふくしま夢アスリート」の育成 
○ 南東北インターハイに向けた選手強化 
○ 双葉郡の新しい中高一貫校 等 

ふくしまの将来の産業を担う 
人づくり 

地域 

企業・団体等 行政 

家庭 

保育所・学校等 

未来を担うふくしまの子ども・若者たちを育む 

社会全体で 
子育て・教育を応援 



主な事業（重点事業）主な事業（重点事業）

４ 未来を担う子ども・若者育成プロジェクト【育成Ｐ】

安心して子どもを生み育てられる環境を整備するため、
市町村が行う子ども医療費助成に対して補助を行う。

日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり

子どもの医療費助成事業子どもの医療費助成事業

（こども未来局 児童家庭課） 45.5億円 ｲﾒｰｼﾞｲﾒｰｼﾞ

放射性物質に対する不安を軽減するため、身近なところ
での屋内遊び場整備を支援する。また、子どもが野外空間
で創造的な遊びを行うことができる冒険ひろば及び未就学
児を対象とする自然の豊かな場所での自由遊びや自然体験
を行う「ちびっこ自然あそび」を実施する。

日本一安心して子どもを生み、育てやすい環境づくり

豊かな遊び創造事業豊かな遊び創造事業

（こども未来局 こども・青少年政策課） 3.4億円

チャレンジ
ふくしま

一部新規一部新規 ｲﾒｰｼﾞｲﾒｰｼﾞ

ふたば未来学園高校の施設や設備、備品、教材等を整備
するとともに、同校の寮及び食堂の施設を運営するための
事業を行い、生徒等の学習及び生活環境の確保を図る。

生き抜く力を育む人づくり －ふくしまならではの教育の推進－

双葉郡中高一貫校設置事業双葉郡中高一貫校設置事業

（教育庁 高校教育課・施設財産室） 9.3億円

一部新規一部新規

平成27年4月 開校平成27年4月 開校

ふたば未来学園高校

原子力発電所事故により低下した児童生徒の体力の向上
や肥満傾向児の出現率を低下させるため、運動能力の向上
や食育等による健康増進に向けた事業を展開する。

生き抜く力を育む人づくり －知・徳・体 バランスのとれた人材育成－

ふくしまっ子体力向上総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄふくしまっ子体力向上総合ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

（教育庁 健康教育課） 0.8億円

新 規新 規























ふるさとで 
働く 

１ 安全・安心を提供する取組……50頁 

 

２   農業の再生………………………51頁 

 

３ 森林林業の再生…………………55頁 

 

４ 水産業の再生……………………56頁 

 

５ 区域見直しに伴う対応…………57頁 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 消費者への魅力にあふれ、安全・安心な農林水産物の提供を通して生産者が誇りを持ち、
本県の農林水産業の持つ力が最大限に発揮され活力に満ちている。 

○ 米の全量全袋検査を始めとした農林水産物の放射性物質検査を引き続き実施し、県産農林水産物
の安全・安心の確保を図るとともに、トップセールスやテレビＣＭをはじめとしたマスメディアの
活用、農産物の輸出促進やミラノ国際博覧会への出展等、様々な機会を捉え、消費者に正確で分か
りやすい情報を提供し風評の払拭を図る。 

○ 技術力と経営管理能力に優れた地域農業をけん引するプロフェッショナル経営体の育成や担い手
への農地集積を進めるとともに、次世代の本県農業を担う新規就農者の育成・確保に向けて農業短
期大学校の教育・研修機能の充実・強化に努める。 

○ 避難地域における農林水産業の再生を加速化するため、鳥獣被害防止対策、放射性物質の吸収抑
制対策等を支援する。また、農林水産業再生に向けた研究拠点となる「浜地域農業再生研究セン
ター」については、平成２７年度の開所を目指し整備を進める。 

○ 放射性物質の拡散抑制対策と併せた森林整備や、ＣＬＴ（直交集成板）等の新技術の導入など新
たな木材需要の創出に取り組むとともに、林業への新規就業を支援する。 

○ 引き続き漁業者団体が行う漁場に堆積した家屋・倒木等を回収する取組や共同利用に供する漁船
の建造への支援、試験操業の更なる拡大のための検査体制の強化などに努める。また、水産種苗研
究・生産施設について平成２９年度の供用開始を目指し整備を進める。 

 

５ 農林水産業再生プロジェクト 

  

競争力を持ち収益性の高い
農業経営と持続可能な農業
構造の実現＜産業政策＞ 

○ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ経営体 の育成 
○ 意欲ある担い手への 
 農用地集積 等 

  
○ 多面的機能支払事業 
○ 中山間地域等直接支 
 払事業     等 

農村が有する多面的機能の
維持＜地域政策＞ 

一体的な実施 

  

安全・安心を提供する取組 

○ 詳細な放射性物質 
    測定 
○ 全国に向けた情報 
    発信  等 

  

避難地域の営農再開・農業再生 

○ 営農再開支援事業 
○（仮称）浜地域農業再生 
 研究センターの整備 
          等 拠点 

ふくしま農林水産業の再生・復興 

  
森林林業の再生に向けた取組 

 ○ 森林施業と放射性物質の低減等対策 
 ○ 県産木材等林産物の安定供給体制 
     の整備 等 

  
漁業再開に向けた取組 

○ 試験操業の拡大 
○ 検査体制の整備 
○ 水産種苗研究･生産施設の復旧 等 

























ふるさとで 
働く 

１ 県内中小企業等の振興 

（１）復旧・復興……………………62頁 

（２）販路開拓、取引拡大…………64頁 

（３）人材育成………………………65頁 

２   企業誘致の促進…………………66頁 

３ 新たな時代をリードする 
  新産業の創出……………………67頁 

４ 区域見直しに伴う対応…………67頁 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 地域経済の担い手である中小企業等が活力に満ち、新たな雇用の場と収入が確保され、本
県経済が力強く発展している。 

○ 本県経済の持続的成長を可能とするため、環境関連や再生可能エネルギーなど今後の発
展が見込まれる成長産業の育成や県内中小企業の円滑な資金繰り支援に取り組む。 

○ 平成２５年３月に策定した県産品振興戦略に基づき、風評払拭対策、販路拡大、県産品
ブランド化の推進、新商品開発支援、海外展開支援等を進める。 

○ 新たな産業を担う地元に根ざした人材を育成するため、テクノアカデミーにおいて再生
可能エネルギー産業、医療機器産業及びロボット産業に対応したプログラムを実施し、人
材育成に取り組む。 

○ 次世代の新たな産業分野として取り組んでいる医療ロボットや災害対応ロボットをはじ
めとしたロボット産業の集積を目指し、企業が取り組むロボット開発や要素技術開発を支
援するとともに、ロボットフェアを開催し、若い世代の意識向上を図る。 

６ 中小企業等復興プロジェクト 

県外への流出防止    

県内での工場新増設    

県内企業の操業支援    

県外からの進出促進    

  

県内中小企業等の振興 

○ 被災中小企業への事業継続･再開支援 
○ 中小企業等グループによる施設等の 
 復旧・復興 
○ ふくしま復興特別資金等の融資 等 

  

企業誘致の促進 

○ 大型の企業立地補助金 
 （補助上限額200億円） 
○ 中核工業団地への企業誘致 
○ 工業団地造成の借入に対する利子 
 補給 等 

  

新たな時代をリードする 
新産業の創出 

○ 再生可能エネルギー関連産業 
○ 医療関連産業 
○ ロボット産業  

避難解除地域等への事業再開支援 

本県経済の力強い発展 

















ふるさとで 
働く 

１ 再生可能エネルギーの 
  導入拡大…………………………70頁 

２   研究開発拠点の整備……………71頁 

３ 再生可能エネルギー関連産業の   
  誘致等……………………………71頁 

４ 再生可能エネルギーの 
  地産地消の推進…………………72頁 

 

 

   

 

 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 再生可能エネルギーが飛躍的に推進され、原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発
展可能な社会へ向けた取組が進んでいる。 

○ 避難解除区域等における再生可能エネルギーの導入を図るため、国の経済対策によって
措置された再生可能エネルギーの接続保留問題への緊急対応予算を活用し、再生可能エネ
ルギー発電設備等の導入を支援する。 

○ 風力発電の適地をとりまとめて導入推進を図る事業や食物残渣等を活用したバイオマス
発電を推進するモデル事業に新たに取り組むとともに、引き続き住宅用太陽光発電設置や、
事業可能性調査、市町村等が実施する普及啓発事業等に対する経費の一部を補助する。 

○ 県内企業の技術高度化等を推進するため、産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー
研究所と連携し、技術開発を行う県内企業等を支援するとともに、ハイテクプラザにおい
て太陽光発電に関する研究開発を進める。 

 

７ 再生可能エネルギー推進プロジェクト 

イメー
ジ 

再生可能エネルギー推進センター 関連産業推進研究会 

地域主導による導入支援 

○ 太陽光発電事業の新規参入促進 
○ 住宅用への太陽光発電設備設置の 
  促進 
○ 防災拠点への導入支援 
○ 風力発電等の事業可能性調査や 
    事業計画づくりへの支援 等 

産業集積の推進 

○ 次世代技術の研究開発 
○ 推進センターによる事業化支援 
○ ドイツの企業等との連携 
○ 産業フェアの開催 等 

再生可能エネルギー先駆けの地 

再生可能エネルギーの導入拡大 

バイオマス 

地  熱 

太 陽 光 

風   力 

水 力 

連 携 

産総研 福島再生可能エネルギー研究所 

（出典）産総研 













ふるさとで 
働く 

１ 医療福祉機器産業の集積………76頁 

２   創薬拠点の整備…………………77頁 
   

 

 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 最先端の放射線医学の研究や診断・治療技術の高度化などと関連した形で、我が国をリー
ドする医療関連産業の集積地域となっている。 

○ 東日本大震災及び原子力発電所事故からの産業復興を目指し、本県を医療関連産業の一
大集積地とするため、医療機器の安全性評価等を実施する「福島県医療機器開発・安全性
評価センター（仮称）」を平成２８年度の開所に向け整備を進める。 

  また、がんを中心とする治療薬や診断薬の研究開発と成果を実用化させる橋渡しを行う
ための「医療産業トランスレーショナルリサーチセンター」を平成２８年度の開所に向け
て整備を進める。 

○ 企業に対し医療福祉機器の研究開発から試作、薬事申請、治験や販路開拓まで一貫して
支援を行う環境を整備するとともに、ＢＮＣＴ（ホウ素中性子補足療法）にかかる実用化
研究に際し必要となる経費等を補助する。 

○ 将来の医療関連産業を担う優れた人材を育成するために、県内の大学生を対象とした医
療機器開発のセミナーを実施するとともに、ビジネスのマネジメントも出来る高度技術者
を育成する取り組みについて検討を進める。 

８ 医療関連産業集積プロジェクト 

  

医療福祉機器産業の集積 

○ 医療福祉機器の実証 
  ・ 事業化に必要な 
  施設整備等への助成 

拠点 

イメージ 

イメージ 

福島県医療機器開発・安全性評価 
センター（仮称）の整備 

  

創薬拠点の整備 

○ 薬剤を中心とする医療
関連製品の研究開発か
ら製品化に至るプロセ
スを一体的に支援 

拠点 

ふくしま医療産業振興 
拠点（創薬）の整備 

雇用の創出・我が国の医療関連産業をリード  









まちづくり、 
人とつながる 

１ 福 島 県 内 に お け る 
  きずなづくり……………………80頁 

２ 県外避難者やふくしまを応援 
  している人とのきずなづくり…81頁 

３ ふくしまにおける復興へ向けた 
  取組や情報の発信………………83頁 

４ ふるさとへ戻らない人との 
  きずなの維持……………………85頁 
 

   

 

 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 県内外に避難している県民の心がふくしまとつながり、避難されている方々がふるさとに
帰還することができるよう、地域コミュニティのきずなが再生・発展するとともに、震災を
契機とした新たなきずなが構築されている。 

○ 複雑化・多様化する地域課題に対しより迅速かつ柔軟に対応するため、各地域の実情に
応じた課題に対し、地域の創意工夫を生かした迅速な復興対策を進める。 

○ 中間貯蔵施設等の設置及び福島第一原子力発電所の廃炉に伴う各種の影響に対する地域
振興策として、国から交付される「福島特定原子力施設地域振興交付金」を活用し、県内
市町村等が実施する事業を支援する。 

○ 風化の進行と根強い風評に対して、全国の支援者等との絆の維持や連携を深めるための
取組を進めるとともに、知事等の県外海外訪問や国際会議など高い発信力が見込まれるイ
ベント等の機会をいかし、積極果敢にチャレンジし続ける本県の姿を国内外に強力に発信
することにより、プラスイメージの新しい「ふくしま」を構築していく。 

○ 「明日のふくしま」を創造する力を育み、新しいふくしまの姿を発信するため、県内の
中学・高校生が中心となり、劇作家、音楽家、演出家等の支援を得ながら舞台芸術を創作、
公演する新たな取組を行う。 

 

９ ふくしま・きずなづくりプロジェクト 

  

福島県内におけるきずなづくり 

○ 復興に向けた地域づくり活動の支援 
○ 伝統芸能の継承を通じた世代間の交流 
○ 地域住民、企業、NPO等多様な主体 
  による地域コミュニティの再生 等 

  

県外避難者やふくしまを応援 
している人とのきずなづくり 

○ 電子回覧板の活用 
○ 地元紙、地域情報紙等の送付 
○ 首都圏における交流イベント 
  の開催 等 

  

復興へ向けた取組や情報の発信 

○ 「ふくしまから はじめよう。」 
  イメージ発信の強化 
○ ご当地キャラこども 
 夢フェスタ 等 

  

避難している方とのきずなの維持 

○ 県人会組織との連携 
○ ふくしまの復興状況 
  などの情報発信 等 

地域のきずな維持 ・ 新たなきずなづくり 

















まちづくり、 
人とつながる 

１ 観光復興キャンペーンの実施…88頁 

２ 観光振興と多様な交流の推進…88頁 
   

 

 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ ふくしまの誇る観光資源に一層磨きをかけるとともに芸術・文化やスポーツ等のイベント
を誘致することなどにより、国内外から多くの観光客等が訪れている。 

○ イベント等を活用した本県観光のPRのほか、旅行会社に対する説明会の開催、新たな魅
力づくりやおもてなしの質の向上、広域周遊への誘導、市町村への支援など総合的な取組
を行うことにより、本県観光の復興を進める。 

○ 第７回太平洋・島サミット開催を契機に、福島の復興を世界へ発信し風評の払拭につな
げるため、サミット開催支援や広報による開催気運の醸成を行うとともに、開催後にフォ
ローアップ事業を実施し、交流の更なる拡大に取り組む。 

○ 復興に取り組む本県の姿を全世界に発信するため、２０２０東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催競技及び事前キャンプの誘致等を行う。 

○ 県外から教育旅行で本県を訪れる学校に対し必要な経費の一部支援等を行うことにより、
震災や風評で落ち込んでいる本県の教育旅行の復興を進める。 

 

10 ふくしまの観光交流プロジェクト 

○ 国内外への正確な情報発信 
○ 物産展等の開催による安全性PR 
○ 県外との交流・人口の回復・拡大 
○ 新たな首都圏情報発信拠点の開設 
○ 日本陸上競技選手権大会の開催 等 

風評の払拭 

○ プレ・デスティネーションキャン  
  ペーンの実施 
○ 韓国・中国・台湾・アセアン諸国へ 
  のトップセールスやプロモーション 
  の実施 
○ 関係者の招へいや語り部の養成等に 
  よる教育旅行の再生 等 

観光復興に向けた施策 

農林水産業 

観 光 

広 報 
連 携 

多くの観光客が訪れるふくしま  

http://www.tif.ne.jp/jp/photo/photo/982.jpg
http://www.tif.ne.jp/jp/photo/photo/takizakura_spr_06.jpg
http://www.tif.ne.jp/jp/photo/photo/sou_spr_01.jpg
http://www.tif.ne.jp/jp/photo/photo/sou_sum_01.jpg
http://www.tif.ne.jp/jp/photo/photo/1139.jpg
http://www.tif.ne.jp/jp/photo/photo/1344.jpg












まちづくり、 
人とつながる 

１ 「多重防御」による総合的な 
  防災力が向上したまちづくり…94頁 

２ 防災意識の高い人づくり・ 
  地域づくり………………………95頁 

３ 地域とともに取り組む 
  まちづくり………………………97頁 
 

   

 

 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 津波により甚大な被害を受けた沿岸地域等において、「減災」という視点からソフト・
ハードが一体となり、防災機能が強化されたまちが生まれている。 

津波被災地等復興まちづくり 
プロジェクト 

○ 津波被害を受けた海岸防災林の復旧について、平成26年度までに着手した6箇所に加え、
引き続き用地の取得、盛土及び植栽工事を進め、新たに双葉地区、富岡地区の調査測量等
に着手する。 

○ また、大規模な災害から県民の生命や財産を守るため、防災に取り組む人材の育成や備
蓄の整備、民間との連携強化による県や市町村の災害対応機能の強化、県民への防災知識
の普及による自助の強化を進め、県内全域の総合防災力の向上に取り組む。 

○ さらに、不特定多数の県民が利用する民間大規模建築物や被災時に避難所として使用す
る建築物（防災拠点建築物）の耐震化を進めるため、耐震診断や補強設計、耐震改修に対
する補助等を行う。 
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海岸防災林 

・防災緑地 

堤防の 

嵩上げ 

住宅地 生活道路 農地 鉄道 減災機能を 
備えた道路 

  

「多重防御」による防災力向上 

○ 減災機能を備えた道路  ○ 防災緑地の整備  ○ 堤防の嵩上げ 等   

  

人づくり・地域づくり 

 ○ 防災リーダーの育成 
 ○ 地域防災力の向上  
                               等 

  

地域とともに取り組むまちづくり 

 ○ 復興まちづくり支援 
             等 

復興まちづくりのイメージ 

行 政 
被災者 
（住民） 

「減災」という観点から防災機能が強化されたまちづくり 

復興への 
思いの共有 

















まちづくり、 
人とつながる 

１ 浜通りを始め本県の復興の基盤 
  となる道路等の整備……………102頁 

２ 本県の物流、観光の復興を支える   
  基盤の整備………………………103頁 

３ ＪＲ常磐線・只見線の 
      早期復旧…………………………104頁 

４ 災害時における広域的な連携・ 
  連絡体制の構築…………………104頁 

 

 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ かねてから県土のグランドデザインとして整備を進めてきた縦・横６本の連携軸、福島空
港、小名浜・相馬港の機能や情報通信基盤の強化された新たな県土が形成されている。 

県土連携軸・交流ネットワーク 
                    基盤強化プロジェクト 

○ 東日本大震災等を踏まえ、災害に強い道路ネットワーク構築を実現するため、浜通りと
中通りを結ぶ道路や津波被災地のまちづくり等を支援する道路の整備を推進する。 

○ また、平成２３年新潟・福島豪雨災害により一部不通となっているＪＲ只見線の全線復
旧に向けて、引き続き、関係自治体と連携しながらＪＲ東日本や国との協議や利活用促進
の取組を進めて行く。 

○ さらに、大規模な災害時に迅速に対応するため、危機管理拠点への情報機器等の整備を
進める。 

12 

ＪＲ常磐線・只見線の 
早期全線復旧 

「浜通り軸」を始め本県の復興
の基盤となる道路等の整備 

物流、観光の復興を支える
基盤の整備 

災害時における広域的な
連携・連絡体制の構築 

新たな県土の形成 













まちづくり、 
人とつながる 

１ 住みやすい・働きやすい 
  県づくり…………………………108頁 

２ 出産、子育てしやすい 
  県づくり…………………………111頁 

３ 高齢者が暮らしやすい 
  県づくり……………………･･…113頁 

４ 若者、女性が活躍する 
  県づくり……………………････113頁 

プロジェクトの内容 

目 指 す 姿  

平成２７年度における取組概要 

○ 夢・希望・笑顔に満ちた“新生ふくしま”を実現するため、人口減少・高齢化の影響の軽
減、人口の県外流出の抑制、出生数の回復などを図る取組を進める。 

○ 本県の産業復興を牽引する「ロボット産業」の集積に向け、介護支援ロボットやリハビ
リ用ロボットの試験導入などの関係各事業を進めるとともに、浜通りの再生に向けたエン
ジンとなる“イノベーション・コースト構想”（※）の具体化を進める。 

※  イノベーション・コースト構想：産業基盤を失った浜通りの地域経済の再生や雇用回復を目指す構想。国際廃炉研究開発拠点やロ
ボット開発・実証拠点、国際産学連携拠点、新たな産業の集積などの具体化に向けた取組を進めている。 

○ また、若い世代の結婚から子育てまでを切れ目なく支援するため、ワンストップ拠点を
整備し、各段階に応じた施策を展開する。 

○ さらに、男女が共に働き続けることができる職場環境づくりの推進のため、認証制度の
見直しや企業トップ・管理職向けのセミナー開催、男性の育児休業等取得モデル事業への
参加促進、出産・育児等で離職した女性の再就職支援に取り組む。 

 

人口減少・高齢化対策プロジェクト 

イメージ 

人口減少に歯止め 高齢者がいきいきと暮らせる社会へ 

  

出生数の回復 

 ○ 健やかな妊娠・出産 
   へのサポート 
 ○ 縁結びサポーター 等 

  

高齢者の元気で豊かな暮らし 

 ○ 高齢者の生きがい 
   づくりへの支援、 
   シニアサポーター 
   倍増 等 

  

人口の県外流出の抑制 

 ○ 空き家の利活用に要する費用 
       助成 
 ○ ふくしま“元気”動画コンテ 
       スト 等 

  

本県活力の向上 

 ○ 女性や若者の起業支援 
 ○ 地域における女性の活躍 
   促進 等 

人口減少や高齢化の影響を少なくする 

<参考> 
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